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令和３年度答申第１号 
令 和 ３ 年 ４ 月 ５ 日 

 
諮問番号 令和２年度諮問第１１５号及び第１１６号（いずれも令和３年３月１６

日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 特許出願審査請求手続却下処分に関する件２件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘからの各審査請求に関する上記審査庁の各諮問に対し、次のとお

り答申する。 
 

結     論 
 

本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁の判

断は、いずれも妥当である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
  本件は、特許協力条約（千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特

許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく受理官庁をＡ国特許庁とする国際出

願であって日本国における特許出願とみなされた二つの国際出願をした出願人

からその出願に係る各特許を受ける権利を譲り受けた審査請求人Ｘ（以下「審

査請求人」という。）が、その各特許出願について、出願審査の請求をするこ

とができる期間を経過した後に、各出願審査の請求に係る手続をしたところ、

特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、上記の期間内に出

願審査の請求をしなかったことについて「正当な理由」があったとはいえず、

特許法（昭和３４年法律第１２１号）４８条の３第５項の要件を満たしていな

いとして、各出願審査の請求に係る手続を却下する処分をしたことから、審査

請求人がこれらを不服として審査請求をした事案である。 
１ 関係する法令の定め 
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 ⑴ 国際出願による特許出願 

   特許法１８４条の３第１項は、特許協力条約１１条⑴等の規定に基づく

国際出願日が認められた国際出願であって、特許協力条約４条⑴（ii）の指

定国に日本国を含むもの（特許出願に係るものに限る。）は、その国際出

願日に日本国においてされた特許出願とみなすと規定している。 
⑵ 出願審査の請求 

ア 特許法４８条の３第１項は、特許出願があったときは、何人も、その

日から３年以内に、特許庁長官に対し、その特許出願について出願審査

の請求をすることができると規定している。 
イ 特許法４８条の３第４項は、同条１項の規定により出願審査の請求を

することができる期間（以下「出願審査請求期間」という。）内に出願

審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみな

すと規定している。 
ウ 特許法４８条の３第５項は、同条４項の規定により取り下げられたも

のとみなされた特許出願の出願人は、出願審査請求期間内にその特許出

願について出願審査の請求をすることができなかったことについて「正

当な理由」があるときは、「経済産業省令で定める期間」内に限り、出

願審査の請求をすることができると規定している。 
そして、特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）３１条の

２第４項は、上記の「経済産業省令で定める期間」は、上記の「正当な理

由」がなくなった日から２月以内で、出願審査請求期間の経過後１年以内

とすると規定している。 
また、特許法施行規則３１条の２第５項は、特許法４８条の３第５項の

規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に、回

復理由書を提出しなければならないと規定している。 
エ 特許法４８条の３第６項は、同条５項の規定によりされた出願審査の

請求は、出願審査請求期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみ

なすと規定している。 
⑶ 特許を受ける権利の承継 

特許法３４条４項は、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、

相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その

効力を生じないと規定している。 
⑷ 不適法な手続の却下 



 

3 
 

ア 特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であっ

て、その補正をすることができないものについては、その手続を却下する

ものとすると規定している。 
イ 特許法１８条の２第２項は、同条１項の規定により手続を却下しよう

とするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指

定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会

を与えなければならないと規定している。 
２ 事案の経緯 

審査関係人間に争いのない事実及び各項末尾掲記の資料によれば、本件の

経緯は、以下のとおりである。 
⑴ Ｂ社（以下「原出願人」という。）は、平成２７年２月６日、特許協力

条約に基づき、Ａ国特許庁を受理官庁とし、発明の名称をＣとする国際出

願ａ（以下「本件国際出願１」という。）をした。 
  本件国際出願１は、特許協力条約４条⑴（ii）の指定国に日本国を含むも

のであったため、平成２７年２月６日に日本国においてされた特許出願ｂ

（以下「本件国際特許出願１」という。）とみなされた。 
  したがって、本件国際特許出願１に係る出願審査請求期間は、平成３０

年２月６日までであった。 
⑵ 原出願人は、平成２７年３月２３日、特許協力条約に基づき、Ａ国特許

庁を受理官庁とし、発明の名称をＤとする国際出願ｃ（以下「本件国際出

願２」という。）をした。 
本件国際出願２は、特許協力条約４条⑴（ii）の指定国に日本国を含むも

のであったため、平成２７年３月２３日に日本国においてされた特許出願

ｄ（以下「本件国際特許出願２」といい、本件国際特許出願１と併せて

「本件各国際特許出願」という。）とみなされた。 
したがって、本件国際特許出願２に係る出願審査請求期間は、平成３０

年３月２３日までであった。 
  ⑶ 審査請求人は、平成２９年９月２８日、原出願人との間で、本件各国際

特許出願に係る各特許を受ける権利等を譲り受ける契約（以下「本件譲渡

契約」という。）を締結した。 

（移転文書） 

⑷ 審査請求人は、平成３０年３月２３日、処分庁に対し、特許法３４条４

項の規定に基づき、本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利につい
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て出願人名義変更届を提出した。 

（各出願人名義変更届） 

⑸ 審査請求人は、処分庁に対し、本件国際特許出願１に係る出願審査請求

期間の経過後である平成３０年７月４日付けで、本件国際特許出願１につ

いて、出願審査の請求に係る手続（以下「本件手続１」という。）をする

とともに、特許法施行規則３１条の２第５項の規定に基づき、回復理由書

を提出した後、同年１１月３０日付けで、回復の理由を補充する回復理由

書を提出した。 

  審査請求人は、処分庁に対し、本件国際特許出願２に係る出願審査請求

期間の経過後である平成３０年７月１０日付けで、本件国際特許出願２に

ついて、出願審査の請求に係る手続（以下「本件手続２」といい、本件手

続１と併せて「本件各手続」という。）をするとともに、特許法施行規則

３１条の２第５項の規定に基づき、回復理由書を提出した後、同年１１月

３０日付けで、回復の理由を補充する回復理由書を提出した。 

（各出願審査請求書、各回復理由書） 

⑹ 処分庁は、平成３１年４月１０日付けで、審査請求人に対し、本件手続

１は、本件国際特許出願１に係る出願審査請求期間内に出願審査の請求を

しなかったこと（以下「本件期間徒過１」という。）について「正当な理

由」があるとはいえず、特許法４８条の３第５項の要件を満たしていない

から、特許法１８条の２第１項の規定により却下すべきものであるとの通

知をし、審査請求人から令和元年６月１３日付けで弁明書の提出を受けた

後、令和２年３月４日付けで却下の理由が解消されていないとして本件手

続１を却下する処分（以下「本件却下処分１」という。）をした。 
  処分庁は、平成３１年４月４日付けで、審査請求人に対し、本件手続２

は、本件国際特許出願２に係る出願審査請求期間内に出願審査の請求をし

なかったこと（以下「本件期間徒過２」といい、本件期間徒過１と併せて

「本件各期間徒過」という。）について「正当な理由」があるとはいえず、

特許法４８条の３第５項の要件を満たしていないから、特許法１８条の２

第１項の規定により却下すべきものであるとの通知をし、審査請求人から

令和元年６月７日付け及び同月１０日付けで各弁明書の提出を受けた後、

令和２年３月４日付けで却下の理由が解消されていないとして本件手続２

を却下する処分（以下「本件却下処分２」といい、本件却下処分１と併せ

て「本件各却下処分」という。）をした。 
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 （各却下理由通知書、各弁明書、各「手続却下の処分」と題する書面） 

 ⑺ 審査請求人は、令和２年６月１６日、審査庁に対し、本件各却下処分を

不服として本件各審査請求をした。 
 （各審査請求書） 

 ⑻ 審査庁は、令和３年３月１６日、当審査会に対し、本件各審査請求はい

ずれも棄却すべきであるとして本件各諮問をした。 
（各諮問書、各諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 
  本件各期間徒過については、以下のとおり「正当な理由」があったから、

本件各却下処分の取消しを求める。その理由は、以下のとおりである。 
⑴ 本件譲渡契約は、売主である原出願人の義務について、「売主は、本契

約書に記載された手続に従い、譲渡対象特許の買主への移転を完了するの

に必要な全ての手続を行うことを表明し保証する。」（４条５項（b））と

定めていたから、原出願人は、少なくとも出願名義人変更手続が完了する

までの間、特許を受ける権利の維持のために必要な手続を行う義務及び出

願審査の請求の期間管理を行う義務を負っていた。それにもかかわらず、

原出願人は、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求及び出願審査の請

求の期間管理をしていなかった。したがって、本件各期間徒過については、

「正当な理由」があった。 
⑵ 原出願人が本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないこと

について、原出願人から審査請求人に対し情報提供がなかったことや、審

査請求人の現地代理人が本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利を

含む本件譲渡契約における譲渡対象案件について未処理の期限リストの提

供を求めたのに対し、原出願人の代理人が「未処理の期限はない。」と回

答したことなどから、審査請求人は、原出願人が本件各国際特許出願に係

る出願審査の請求をしていないことを予測することができなかった。した

がって、本件各期間徒過については、「正当な理由」があった。 
⑶ 審査請求人の国内代理人は、審査請求人から本件各国際特許出願につい

て出願人名義変更手続の委任を受けただけであったが、その手続を円滑に

進めることができるように、補助者に本件各国際特許出願の書誌的事項を

調査させたところ、出願審査の請求がされていないことが判明したことか

ら、出願審査の請求の期間管理をしようと考え、補助者に対し、当該期間

管理をするよう口頭で指示し、加えて、その旨の指示書（以下「本件指示
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書」という。）を作成して、本件指示書を補助者の帰宅後にその机上に置

いた。ところが、本件指示書がなくなってしまい、補助者による期間管理

の体制が機能しなかった。本件指示書がなくなったのは、清掃業者による

事務所の清掃の際に床に落下した本件指示書を清掃業者が誤って廃棄した

ためであると推定されるから、これは、清掃業者の責任であって、審査請

求人の国内代理人の責任ではない。したがって、本件各期間徒過について

は、「正当な理由」があった。 
⑷ 処分庁は、出願審査の請求に必要な書類を清掃業者が誤って机と机の隙

間に落下させたために出願審査請求期間を徒過した事案（以下「国内別件

事案」という。）について「正当な理由」があることを認めているから、

国内別件事案と同種の事案である本件についても「正当な理由」があると

認めるべきである。 
⑸ 欧州特許庁は、特許事務所の補助者による単純な事務手続のミスがあっ

た事案（以下「欧州事案」という。）ですら、権利の回復を認めているか

ら、国際的調和の観点から、本件についても権利の回復を認めるべきであ

る。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 
 １ 審査庁は、審理員の意見は妥当であり、本件各審査請求は理由がないからい

ずれも棄却すべきであるとしている。 
 ２ 審理員の意見の概要は、以下のとおりである。 

⑴ 特許法４８条の３第５項の「正当な理由」があるときとは、特段の事情

がない限り、特許権者（代理人を含む。以下同じ。）として、「相当な注

意」を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に

出願審査の請求をすることができなかったときをいうものと解するのが相

当である。 
そして、上記の「相当な注意」を尽くしていたか否かを判断するに当た

っては、出願審査請求期間の徒過が特許出願の取下擬制という極めて重大

な結果を生じさせるものであることに照らし、その結果を生じさせないた

めに必要かつ十分な措置がとられたか否かを検討しなければならない。 
⑵ そこで、本件各期間徒過について検討すると、原出願人と審査請求人は、

両者の間で本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかを

明確に定めなかった。そして、原出願人の代理人は、自ら本件各国際特許

出願に係る出願審査の請求の期間管理をしたことがうかがわれない上、審
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査請求人の現地代理人から本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利

を含む本件譲渡契約における譲渡対象案件の未処理の期限リストの提供を

求められたのに対し、「未処理の期限はない。」と回答したという。他方

で、審査請求人は、本件各国際特許出願に係る各特許を受ける権利につい

て出願人名義変更手続をしなければならないことを認識し、審査請求人の

国内代理人に対し、その旨を指示したが、本件各国際特許出願に係る出願

審査の請求については明確に指示しなかったという。 
そうすると、結局のところ、原出願人と審査請求人の間で本件各国際特

許出願に係る出願審査の請求をどちらがするかについての確認や指示が不

十分であったために、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求がされず、

本件各期間徒過が生じたというにすぎないから、本件各期間徒過を回避す

るために「相当な注意」を尽くしていたとはいえない。 
⑶ その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件各国際特許出願につ

いて、特許出願人として、「相当な注意」を尽くしていたにもかかわらず、

客観的にみて出願審査請求期間内に出願審査の請求をすることができなか

ったとは認められず、特段の事情があったということもできない。 
⑷ 以上によれば、本件各期間徒過について「正当な理由」があったという

ことはできず、本件各手続は、特許法４８条の３第５項の要件を満たして

いない。 
  そうすると、本件各手続は、特許出願の取下擬制（特許法４８条の３第

４項）により処分庁に係属していない本件各国際特許出願についてされた

不適法な手続であって、補正をすることができないものであるから、特許

法１８条の２第１項本文の規定により本件各手続を却下した処分（本件各

却下処分）は、いずれも適法である。 
⑸ したがって、本件各審査請求は理由がないからいずれも棄却すべきであ

る。 

第３ 当審査会の判断 
１ 本件各諮問に至るまでの一連の手続について 

本件各審査請求から本件各諮問に至るまでの一連の手続について、特段違

法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件各却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件では、本件各期間徒過について特許法４８条の３第５項の「正当な

理由」があったか否かが問題となっている。処分庁は、「正当な理由」が
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あるときとは、特段の事情がない限り、特許権者として、「相当な注意」

を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて出願審査請求期間内に出願

審査の請求をすることができなかったときをいうものと解するのが相当で

ある（上記第２の２の⑴）とし、審査請求人も、この解釈を前提として、

本件各期間徒過について「正当な理由」があったと主張している（各審査

請求書、各回復理由書（平成３０年１１月３０日付け））。 
⑵ そこで、以下、審査請求人が本件各期間徒過について「正当な理由」が

あったと主張する理由について検討する。 
ア まず、審査請求人は、本件譲渡契約により本件各国際特許出願に係る

出願審査の請求及び出願審査の期間管理をする義務を負っていた原出願

人がこれらをしていなかったから、本件各期間徒過について「正当な理

由」があったと主張する（上記第１の３の⑴）。 
しかし、審査請求人の特許・使用許諾部長の宣誓書によれば、原出願人

と審査請求人との間には、本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をど

ちらがするかという明確な合意がなかったというのであるから、原出願人

に本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をする義務があったことを前

提とする審査請求人の上記主張は、その前提を欠き、採用することができ

ない。 
そして、出願審査請求期間内に出願審査の請求がなかったときは、特許

出願の取下擬制（特許法４８条の３第４項）という重大な結果が生じるの

であるから、上記のとおり本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をど

ちらがするかについて明確な合意をしなかったというのであれば、「相当

な注意」を尽くしていたということはできない。 
イ 次に、審査請求人は、原出願人から本件各国際特許出願に係る出願審

査の請求をしていないことについて情報提供がなかったことや、原出願人

の代理人から「未処置の期限はない。」との回答があったことなどから、

原出願人が本件各国際特許出願に係る出願審査の請求をしていないことを

予測することができなかったとして、本件各期間徒過について「正当な理

由」があったとも主張する（上記第１の３の⑵）。 

この主張は、原出願人と審査請求人との間で本件各国際特許出願に係る

出願審査の請求をどちらがするかについて明確な合意をしなかったことを

自認するものであるが、上記アのとおり、この点について明確な合意をし

なかったというのであれば、「相当な注意」を尽くしていたということは
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できないから、審査請求人の上記主張は、採用することができない。 
  ウ また、審査請求人は、清掃業者が本件指示書を誤って廃棄したために、

本件各国際特許出願に係る出願審査の請求の期間管理をすることができ

なかったから、本件各期間徒過について「正当な理由」があったとも主

張する（上記第１の３の⑶）。 

    しかし、清掃業者の陳述書によれば、清掃業者は、平日は、毎日午前

３時から午前５時までの間に、審査請求人の国内代理人の事務所の掃除

を実施しているとのことである。そうすると、事務所の関係者が不在に

なる時間帯に清掃業者による掃除が実施されているにもかかわらず、本

件各国際特許出願に係る出願審査の請求の期間管理に関する重要な書類

である本件指示書を補助者の帰宅後にその机上に置いたというのであれ

ば、本件指示書が床に落下するなどして清掃業者による誤廃棄その他に

より本件指示書を紛失する危険性があったというべきであるから、「相

当な注意」を尽くしていたということはできない。したがって、審査請

求人の上記主張は、採用することができない。 

エ さらに、審査請求人は、国内別件事案や欧州事案を指摘して、これら

の事案との均衡から、本件についても「正当な理由」があると認めるべ

きであるとも主張する（上記第１の３の⑷及び⑸）。 
しかし、審査請求人は、本件各期間徒過の原因について上記アからウま

での主張をしているのであるから、本件は、国内別件事案及び欧州事案と

は事案を異にしている。したがって、審査請求人の上記主張は、採用する

ことができない。 
⑶ 以上のとおり、審査請求人の主張は、いずれも採用することができず、

審査請求人が「相当な注意」を尽くしていたとはいえない。そして、一件

記録を精査しても、出願審査請求期間内に出願審査の請求をすることがで

きなかったことに特段の事情があったともいえないから、本件各期間徒過

について「正当な理由」があったと認めることはできない。 
  そうすると、本件各手続は、出願審査請求期間内に出願審査の請求がな

かったことにより取り下げたものとみなされた本件各国際特許出願につい

てされた不適法な手続であって、補正をすることができないものであると

いうことができる。 
⑷ したがって、処分庁が特許法１８条の２第１項本文の規定に基づいてし

た本件各却下処分は、いずれも適法であると認められる。    
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 ３ まとめ 
   以上によれば、本件各審査請求は棄却すべきであるとの各諮問に係る審査庁

の判断は、いずれも妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
 
    行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野   口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 
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